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【手続補正書】
【提出日】平成21年11月9日(2009.11.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の成分を含む低硫黄低リン潤滑油組成物：
　（ａ）主要量の潤滑粘度の油、
　（ｂ）一種もしくは二種以上の分散剤、
　（ｃ）一種もしくは二種以上の酸化防止剤、および
　（ｄ）一種もしくは二種以上の清浄剤、
　ただし、潤滑油組成物はジアルキルジチオリン酸亜鉛を基本的に含まず、かつ０．１質
量％を超える量の硫黄を含まず、そして潤滑油組成物はアルキル化及び非アルキル化され
た芳香族アミンおよび三核モリブデン化合物を含むことはない。
【請求項２】
　潤滑油組成物中のジアルキルジチオリン酸亜鉛の濃度が、潤滑油組成物の全質量に基づ
き０．２質量％未満である請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項３】
　潤滑油組成物中のジアルキルジチオリン酸亜鉛の濃度が、潤滑油組成物の全質量に基づ
き０．１質量％未満である請求項２に記載の潤滑油組成物。
【請求項４】
　潤滑油組成物中のジアルキルジチオリン酸亜鉛の濃度が、潤滑油組成物の全質量に基づ
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き０．０質量％である請求項３に記載の潤滑油組成物。
【請求項５】
　硫黄分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０９質量％の範囲にあ
る請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項６】
　硫黄分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０１質量％乃至０．０７質量％の範囲に
ある請求項５に記載の潤滑油組成物。
【請求項７】
　硫黄分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０２質量％乃至０．０５質量％の範囲に
ある請求項６に記載の潤滑油組成物。
【請求項８】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０３質量％の範囲にあ
る請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項９】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０２質量％の範囲にあ
る請求項８に記載の潤滑油組成物。
【請求項１０】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０１質量％の範囲にあ
る請求項９に記載の潤滑油組成物。
【請求項１１】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％である請求項１０に記載の潤滑
油組成物。
【請求項１２】
　（ｄ）の一種もしくは二種以上の清浄剤が、過塩基性金属フェネートでも、過塩基性金
属サリチレートでも、そして過塩基性金属カルボキシレートでもない請求項１に記載の潤
滑油組成物。
【請求項１３】
　下記の成分を含む低硫黄低リン潤滑油組成物：
　（ａ）主要量の潤滑粘度の油、
　（ｂ）ホウ酸化分散剤および非ホウ酸化分散剤、
　（ｃ）モリブデン含有酸化防止剤およびフェノール系酸化防止剤、および
　（ｄ）高過塩基性及び低過塩基性カルシウムスルホネート、
　ただし、潤滑油組成物はジアルキルジチオリン酸亜鉛を基本的に含まず、かつ０．１質
量％を超える量の硫黄を含まず、そして潤滑油組成物はアルキル化及び非アルキル化の芳
香族アミンおよび三核モリブデン化合物を含むことなない。
【請求項１４】
　潤滑油組成物中のジアルキルジチオリン酸亜鉛の濃度が、潤滑油組成物の全質量に基づ
き０．２質量％未満である請求項１３に記載の潤滑油組成物。
【請求項１５】
　潤滑油組成物中のジアルキルジチオリン酸亜鉛の濃度が、潤滑油組成物の全質量に基づ
き０．１質量％未満である請求項１４に記載の潤滑油組成物。
【請求項１６】
　潤滑油組成物中のジアルキルジチオリン酸亜鉛の濃度が、潤滑油組成物の全質量に基づ
き０．０質量％である請求項１５に記載の潤滑油組成物。
【請求項１７】
　硫黄分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０９質量％の範囲にあ
る請求項１３に記載の潤滑油組成物。
【請求項１８】
　硫黄分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０１質量％乃至０．０７質量％の範囲に
ある請求項１７に記載の潤滑油組成物。
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【請求項１９】
　硫黄分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０２質量％乃至０．０５質量％の範囲に
ある請求項１８に記載の潤滑油組成物。
【請求項２０】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０３質量％の範囲にあ
る請求項１３に記載の潤滑油組成物。
【請求項２１】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０２質量％の範囲にあ
る請求項２０に記載の潤滑油組成物。
【請求項２２】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０１質量％の範囲にあ
る請求項２１に記載の潤滑油組成物。
【請求項２３】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％である請求項２２に記載の潤滑
油組成物。
【請求項２４】
　（ｅ）の一種もしくは二種以上の清浄剤が、過塩基性金属フェネートでも、過塩基性金
属サリチレートでも、そして過塩基性金属カルボキシレートでもない請求項１３に記載の
潤滑油組成物。
【請求項２５】
　基本的に下記の成分からなる低硫黄低リン潤滑油組成物：
　（ａ）主要量の潤滑粘度の油、
　（ｂ）一種もしくは二種以上の分散剤、
　（ｃ）一種もしくは二種以上の酸化防止剤、
　（ｄ）一種もしくは二種以上の清浄剤、および
　（ｅ）一種もしくは二種以上の、粘度指数向上剤、無灰硫黄極圧剤、アルカリ土類金属
及びアルカリ金属ホウ酸化極圧剤、モリブデン含有極圧剤、流動点降下剤、さび止め添加
剤、腐食防止剤、灰分含有摩擦緩和剤、無灰摩擦緩和剤、モリブデン含有摩擦緩和剤、金
属不活性化剤、シール膨潤剤、抗乳化剤および消泡剤から選ばれる添加剤、
　ただし、潤滑油組成物はジアルキルジチオリン酸亜鉛を基本的に含まず、かつ０．１質
量％を超える量の硫黄を含まず、そして潤滑油組成物はアルキル化及び非アルキル化の芳
香族アミンおよび三核モリブデン化合物を含むことはない。
【請求項２６】
　硫黄分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０９質量％の範囲にあ
る請求項２５に記載の潤滑油組成物。
【請求項２７】
　硫黄分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０１質量％乃至０．０７質量％の範囲に
ある請求項２６に記載の潤滑油組成物。
【請求項２８】
　硫黄分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０２質量％乃至０．０５質量％の範囲に
ある請求項２７に記載の潤滑油組成物。
【請求項２９】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０３質量％の範囲にあ
る請求項２５に記載の潤滑油組成物。
【請求項３０】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０２質量％の範囲にあ
る請求項２９に記載の潤滑油組成物。
【請求項３１】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０１質量％の範囲にあ
る請求項３０に記載の潤滑油組成物。
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【請求項３２】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％である請求項３１に記載の潤滑
油組成物。
【請求項３３】
　（ｄ）の一種もしくは二種以上の清浄剤が、過塩基性金属フェネートでも、過塩基性金
属サリチレートでも、そして過塩基性金属カルボキシレートでもない請求項２５に記載の
潤滑油組成物。
【請求項３４】
　基本的に下記の成分からなる低硫黄低リン潤滑油組成物：
　（ａ）主要量の潤滑粘度の油、
　（ｂ）ホウ酸化分散剤および非ホウ酸化分散剤、
　（ｃ）モリブデン含有酸化防止剤およびフェノール系酸化防止剤、
　（ｄ）高過塩基性及び低過塩基性カルシウムスルホネート、および
　（ｅ）一種もしくは二種以上の、（ｂ）に挙げたものとは異なる分散剤、（ｃ）に挙げ
たものとは異なる酸化防止剤、（ｄ）に挙げたものとは異なる清浄剤、粘度指数向上剤、
無灰硫黄極圧剤、アルカリ土類金属及びアルカリ金属ホウ酸化極圧剤、モリブデン含有極
圧剤、流動点降下剤、さび止め添加剤、腐食防止剤、灰分含有摩擦緩和剤、無灰摩擦緩和
剤、モリブデン含有摩擦緩和剤、金属不活性化剤、シール膨潤剤、抗乳化剤および消泡剤
から選ばれる添加剤、
　ただし、潤滑油組成物はジアルキルジチオリン酸亜鉛を基本的に含まず、かつ０．１質
量％を超える量の硫黄を含まず、そして潤滑油組成物はアルキル化及び非アルキル化の芳
香族アミンおよび三核モリブデン化合物を含むことはない。
【請求項３５】
　硫黄分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０９質量％の範囲にあ
る請求項３４に記載の潤滑油組成物。
【請求項３６】
　硫黄分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０１質量％乃至０．０７質量％の範囲に
ある請求項３５に記載の潤滑油組成物。
【請求項３７】
　硫黄分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０２質量％乃至０．０５質量％の範囲に
ある請求項３６に記載の潤滑油組成物。
【請求項３８】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０３質量％の範囲にあ
る請求項３４に記載の潤滑油組成物。
【請求項３９】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０２質量％の範囲にあ
る請求項３８に記載の潤滑油組成物。
【請求項４０】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％乃至０．０１質量％の範囲にあ
る請求項３９に記載の潤滑油組成物。
【請求項４１】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０質量％である請求項４０に記載の潤滑
油組成物。
【請求項４２】
　（ｅ）の一種もしくは二種以上の清浄剤が、過塩基性金属フェネートでも、過塩基性金
属サリチレートでも、そして過塩基性金属カルボキシレートでもない請求項３４に記載の
潤滑油組成物。
【請求項４３】
　下記の成分を含む低硫黄低リン潤滑油濃縮物：
　（ａ）潤滑油濃縮物の全質量に基づき１０質量％乃至９０質量％の潤滑粘度の油、
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　（ｂ）ホウ酸化分散剤および非ホウ酸化分散剤、
　（ｃ）モリブデン含有酸化防止剤およびフェノール系酸化防止剤、および
　（ｄ）高過塩基性及び低過塩基性カルシウムスルホネート、
　ただし、潤滑油濃縮物はジアルキルジチオリン酸亜鉛を基本的に含まず、かつ０．１質
量％を超える量の硫黄を含まず、そして潤滑油濃縮物はアルキル化及び非アルキル化の芳
香族アミンおよび三核モリブデン化合物を含まないとの条件が付く。
【請求項４４】
　（ｅ）の一種以上の清浄剤が、過塩基性金属フェネートでも過塩基性金属サリチレート
でも過塩基性金属カルボキシレートでもない請求項４３に記載の潤滑油濃縮物。
【請求項４５】
　基本的に下記の成分からなる低硫黄低リン潤滑油濃縮物：
　（ａ）潤滑油濃縮物の全質量に基づき１０質量％乃至９０質量％の潤滑粘度の油、
　（ｂ）ホウ酸化分散剤および非ホウ酸化分散剤、
　（ｃ）モリブデン含有酸化防止剤およびフェノール系酸化防止剤、
　（ｄ）高過塩基性及び低過塩基性カルシウムスルホネート、および
　（ｅ）一種以上の（ｂ）に挙げたものとは異なる分散剤、（ｃ）に挙げたものとは異な
る酸化防止剤、（ｄ）に挙げたものとは異なる清浄剤、粘度指数向上剤、無灰硫黄極圧剤
、アルカリ土類金属及びアルカリ金属ホウ酸化極圧剤、モリブデン含有極圧剤、流動点降
下剤、さび止め添加剤、腐食防止剤、灰分含有摩擦緩和剤、無灰摩擦緩和剤、モリブデン
含有摩擦緩和剤、金属不活性化剤、シール膨潤剤、抗乳化剤および消泡剤から選ばれる一
種以上の添加剤、
　ただし、潤滑油組成物はジアルキルジチオリン酸亜鉛を基本的に含まず、かつ０．１質
量％を超える量の硫黄を含まず、そして潤滑油組成物はアルキル化及び非アルキル化の芳
香族アミンおよび三核モリブデン化合物を含まないとの条件が付く。
【請求項４６】
　（ｅ）の一種もしくは二種以上の清浄剤が、過塩基性金属フェネートでも、過塩基性金
属サリチレートでも、そして過塩基性金属カルボキシレートでもない請求項４５に記載の
潤滑油濃縮物。
【請求項４７】
　内燃機関を潤滑する方法であって、下記の成分を含む低硫黄低リン潤滑油組成物を用い
て内燃機関を潤滑することからなる方法：
　（ａ）主要量の潤滑粘度の油、
　（ｂ）ホウ酸化分散剤および非ホウ酸化分散剤、
　（ｃ）モリブデン含有酸化防止剤およびフェノール系酸化防止剤、および
　（ｄ）高過塩基性及び低過塩基性カルシウムスルホネート、
　ただし、潤滑油組成物はジアルキルジチオリン酸亜鉛を基本的に含まず、かつ０．１質
量％を超える量の硫黄を含まず、そして潤滑油組成物はアルキル化及び非アルキル化の芳
香族アミンおよび三核モリブデン化合物を含むことはない。
【請求項４８】
　内燃機関が、ディーゼルエンジン、ガソリンエンジンあるいは天然ガスエンジンである
請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　（ｅ）の一種もしくは二種以上の清浄剤が、過塩基性金属フェネートでも、過塩基性金
属サリチレートでも、そして過塩基性金属カルボキシレートでもない請求項４７に記載の
方法。
【請求項５０】
　内燃機関を潤滑する方法であって、基本的に下記の成分からなる低硫黄低リン潤滑油組
成物を用いて内燃機関を潤滑にすることからなる方法：
　（ａ）主要量の潤滑粘度の油、
　（ｂ）ホウ酸化分散剤および非ホウ酸化分散剤、
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　（ｃ）モリブデン含有酸化防止剤およびフェノール系酸化防止剤、
　（ｄ）高過塩基性及び低過塩基性カルシウムスルホネート、および
　（ｅ）一種もしくは二種以上の、（ｂ）に挙げたものとは異なる分散剤、（ｃ）に挙げ
たものとは異なる酸化防止剤、（ｄ）に挙げたものとは異なる清浄剤、粘度指数向上剤、
無灰硫黄極圧剤、アルカリ土類金属及びアルカリ金属ホウ酸化極圧剤、モリブデン含有極
圧剤、流動点降下剤、さび止め添加剤、腐食防止剤、灰分含有摩擦緩和剤、無灰摩擦緩和
剤、モリブデン含有摩擦緩和剤、金属不活性化剤、シール膨潤剤、抗乳化剤および消泡剤
から選ばれる添加剤、
　ただし、潤滑油組成物はジアルキルジチオリン酸亜鉛を基本的に含まず、かつ０．１質
量％を超える量の硫黄を含まず、そして潤滑油組成物はアルキル化及び非アルキル化の芳
香族アミンおよび三核モリブデン化合物を含むことはない。
【請求項５１】
　内燃機関が、ディーゼルエンジン、ガソリンエンジンあるいは天然ガスエンジンである
請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　（ｅ）の一種以上の清浄剤が、過塩基性金属フェネートでも、過塩基性金属サリチレー
トでも、そして過塩基性金属カルボキシレートでもない請求項５１に記載の方法。
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